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令和5年4月23日
執　  　　行 函館市議会議員選挙公報 函 館 市 

選挙管理委員会 

※この選挙公報は、候補者から提出された掲載文を原文そのまま製版し印刷したものです。

 〇投票日に仕事や旅行などの予定がある方は，期日前投票をご利用ください。

※今回は，湯川支所に期日前投票所を設置しませんので，ほかの期日前投票所をご利用ください。施設により，開設日時が異なります。
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○　投票できる方

    次の年齢および住所を満たし，かつ選挙権を有する方

 ・  年齢…平成１７年４月２４日までに生まれた方

 ・  住所…令和５年４月１５日までに引き続き３箇月以上，函館市に住民登録をしている方

○　転入 ・ 転出した方の選挙権

 ▽  １月１６日以降に転入届出された方，投票する日までに函館市外へ転出された方は，投票できません。

○　投票所入場券

 ▽ 投票所入場券は，４月１４日までに届くよう発送しています。

 ▽ 世帯主あてに，圧着はがきで郵送しています。はがきの中には世帯の４人までが連記されていますの

  で，ていねいにはがしてからハサミなどで切り離してご持参ください。

 ▽ 投票所入場券が届いた方でも，投票日までに市外へ転出された方は投票することができません。

○　市内で転居した方の投票所

 ▽ ３月２７日までに転居の届出をされた方は，新しい住所地の投票所です。

 ▽ ３月２８日以後に転居の届出をされた方は，前の住所地の投票所です。

  （※投票所入場券に記載されている投票所をご確認ください。）

○　投票所までの介助支援

 ▽ 介護保険や障害福祉サービスなどによる外出介助を受けている方で，

  投票所まで一人で移動することが難しい方は，

  ヘルパーが付き添うことができる場合があります。

 ▽ 詳しくは障がい保健福祉課（電話 21-3302），

  介護保険課（電話 21-3023）へお問い合わせください。


